
定価110円（内 消費税10円）（奇数月･隔月発行） 2026年（令和８年）５月号

第 12 回 パソコン講座　Google・AI「Gemini（ジェミニ）」の活用
県内住宅着工戸数 18,070 件、前年比 4.1％の減少
若者・子育て向け 手ごろな住宅供給促進　 「目的外使用」で蘇る公営住宅　ほか
建築条件付土地売買において、約束の買い戻しをしない売主に賠償責任
投資用マンションの買主に住宅ローン等を借入れさせた売主業者の賠償責任

代理店募集！「信頼・安心・便利・簡単」をご提供します
公示地価 2.8％上昇　 小山町、バイオマス産業都市に　 銀行、傘下に非金融会社も　ほか

日本盲導犬総合センター「富士ハーネス」視察訪問
静岡ろうきん　 三島信用金庫　 しずおか焼津信用金庫

不動産コンサルティング技能試験・実施概要
「津波避難タワー」整備進む　 次世代エネルギー「核融合発電」　 震災時の「水」確保　ほか

シロアリ検査 お家、隅々まで見れていますか？

② 「スマイミー静岡」情報

④ 2025 年・新設住宅着工統計

⑥ 生活困窮者・婚活・子育て支援

⑩ 取引紛争の事例と解決（売買）

⑪ 取引紛争の事例と解決（その他）

⑫ 宅建ファミリー共済より

⑭ 地域活性化・業環境の動き

⑱ 社会奉仕活動

⑲ 提携金融機関より

㉒ 地元静岡で受験できます

㉓ 防災・災害対策

㉘ ㈱アイジーコンサルティングより

▶ Contents

富士をバックにパラグライダー・フライト体験
（公社）富士宮市観光協会 ホームページより
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取引（売買）紛争の事例と解決　　　　　　　　  （東京地判：Ｒ5.9.11）

　「建築条件付き土地 4300 万円」、「当社推奨建築プラン参
考価格 3300 万円（税込）」、「想定利回り 9.00 %」等と記載
されたチラシや、本件土地にアパートを建築した場合の想
定賃料を記載した資料、想定賃料を前提とした利回りを計
算した資料等によって、不動産仲介業者より建築条件付土
地の説明を受けた買主 X（原告：不動産賃貸業者）は、令和
3 年 3 月、売主 Y（被告：不動産業者）との間で、建築条件
付土地売買契約（売買代金：4150 万円、手付金：200 万円）
を締結した。
　同年 4 月、Xは本件土地の残代金3950万円をYへ支払っ
た後、Y指定の建築会社と同年 7 月着工、同年 12 月引渡し
予定とする建築請負契約（請負代金額：3350万円）を締結し、
建築会社へ着手金 350 万円を支払った。
　同年 8 月、着工が遅れていることから、X と Y は、建築
会社が同年 11 月までに本件建物工事へ着手しない場合、Y
が本件土地を買い戻し、X へ本件土地代金を返還する旨を
SNS の LINE 上で合意（以下、本件合意）した。
　同年 11 月、X と建築会社は「令和 4 年 2 月着工、同年 9
月建物完成」とする合意書を交わしたが、令和 4 年 2 月を
経過しても建築会社による建物の着工はなされなかったた
め、同年 4 月、X は建築会社との建築請負契約を合意解除
し、建築会社は X へ着手金 350 万円を返還した。
　その後、XはYへ本件土地の買い戻しを求めたが、Yは「令
和 3 年 11 月、Xと建築会社との間で令和 4 年 2 月着工、同
年 9 月建物完成とするスケジュールで合意しており、本件
合意は効力を失っている」としてこれに応じなかった。
　X は Y に対し、令和 3 年 8 月の本件合意の不履行に基づ
き、土地売買代金 4150 万円と本件土地の価値 3030 万円と
の差額1120万円、および本件土地に建築予定だった建物の
賃料 2 年分相当額 1368 万円、計 2488 万円の損害賠償を求
める訴訟を提起した。

　裁判所は次のように判示して、Xの請求を一部認容した。
（本件土地の買戻合意の有無）
　双方は令和3年8月に本件合意をしたことが認められる。
　Yは、その後にXと建築会社との間で令和 4 年 2 月に着 
工する旨合意したことで、本件合意は効力を失っている旨
主張するが、令和 4 年 2 月に工事へ着手し、同年 9 月に建
物が完成しない以上、X は本件土地を予定通りに活用でき
ないのであるから、このような場合においても、X が本件

合意の履行を求めない意思であったとは考え難く、X と建
築会社が令和4年2月に着工する旨の合意書交付をもって、
X が本件合意の効力を失効させる意思であったとは認めら
れず、Y の主張は採用できない。
　そして、Y は本件合意を履行しておらず、その意思も有
していないところ、本件土地は時価で3030万円と認められ、
XはYに対し本件売買契約に基づき本件土地の代金として
4150 万円を支払っていることから、XはYが本件合意を履
行しないことにより上記の差額である 1120 万円の損害を
被ったものと認められる。

（建物未着工による損害賠償責任の有無）
　認定事実によれば、Y は、建築条件付きの土地として、
推奨の建築プランを付して、収益見込み等を示した上で、
本件土地を売り出している。そして、売買契約の特約にお
いて、建築請負契約締結と建物建築後の管理はY指定の管
理会社とするとされていること、本件土地の売買代金が時
価よりも 1000 万円以上高額に設定されていたこと等から
すると、本件売買契約は単なる土地の売買契約ではなく、
本件土地上に建築するアパートの建築会社をXに紹介する
ことや、建築する賃貸用アパートに関するプランニングや
賃貸用アパート建築後の管理について、Y が一定程度関与
することが予定されていた契約であるということができる。
　一方で、Xと建築会社との間で建築請負契約が締結され、
当該契約において建物の完成時期等が明記されている。ま
た、本件土地売買契約において、本件土地上の建築が遅滞
した場合の責任について何ら記載されておらず、XがYの
紹介した業者と契約しない場合にはXは契約を解除でき既
払金を返還できる内容となっている。
　つまり、本件土地売買契約上、XはYの紹介する業者と
建物の建築請負契約を締結するか、どのような契約を締結
するかについて自ら判断することができ、建築工事につい
て履行遅滞等の不履行があった場合は、X が締結した建築
請負契約に基づき、建築会社に対し責任を追及していくこ
とが予定されていたということができ、本件土地売買契約
を締結したことでXとYとの間で、本件土地上の建物の建
築が遅滞したことやそれに伴い X が被る損害について、Y
が責任を負う旨の合意がされていたとは認められない。

（結論）
　よって X は、Y が本件合意を履行しないことにより、土
地売買における既払金 4150 万円と本件土地の価値 3030 万
円との差額 1120 万円について損害を被ったと認められる。

� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

建築条件付土地売買において、約束の買い戻しを履行しない売主に
売買代金と時価との差額の賠償責任が認められた事例

判 決 の 要 旨
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違法勧誘により投資用マンションの買主に住宅ローン等を
借入れさせた売主業者の賠償責任が認められた事例

　A は、年齢 50 歳の会社員で年収 7 〜 800 万円程度であっ
たが、自宅の住宅ローン残債務 2000 万円超、カードロー
ン債務 300 万円超の債務を負っていた。
　平成29年9月、Aは知人Bから投資用不動産の購入を勧
誘された。B は C を紹介し、A は B と C から「既存債務を 
返済したうえで、フラット35を利用した借入金で不動産を
購入できる。家賃保証のサブリース契約によりローン返済
額等は保証されるので手持資金なしで物件取得できる」旨
を説明された。その翌月、A は C とともに Y1 社（被告、宅
建業者）の事務所を訪問し、その事業部長 D からも、手持
金なしで物件取得できるとの説明を受けた。
　Y1社訪問後、CはSNSのLINE上で、「Aさん不動産スキ
ーム進捗」というLINEグループを立ち上げ、A及び関係者
がこれに参加した。このなかで、物件の媒介業者の代表者
Y2（被告）が売買、住宅ローン、リフォーム工事の各契約
内容や手続について説明を行った。Aは、Dから示された物
件の近隣の下見をしたうえで、購入を決めた。さらに、勧
誘を受け、物件リフォーム工事のために、400 万円（E 工事
業者へ依頼、F 信販会社から借入）、475 万円（G 工事業者
へ依頼、H 信販会社から借入）、190 万円（I 信販会社から諸
費用ローンで借入）をそれぞれ借り入れることにした。（い
ずれの工事も未実施。A は未実施を知らなかった。）同年
11 月、A は金融機関において、フラット 35 により 1872 万 
円、さらに、金融機関の住宅諸費用ローンにより 198 万円
の借入契約を締結すると、同日、A はサブリース会社との
間で家賃保証のサブリース契約を締結した。（当該家賃保
証は、7ヶ月後に途絶えた後、別会社に引き継がれている。）
　令和元年10月、Aは住宅ローンの利用目的違反により住
宅金融支援機構からローン残債務の全額返済請求を受けた。
A は返済できなかったため、物件は競売となり、982 万円で
落札されることとなった。
　令和 2 年 10 月、A は破産開始決定となり、管財人に弁護
士 X（原告）が選任された。
　Xは、AはY1社及びY2らの違法な勧誘により売買契約・ 
リフォーム契約等を締結させられ、その金額に相当する財
産的損害を被ったとして民法 709 条（不法行為）719 条 1 項 

（共同不法行為）等による損害賠償請求（2163 万円余、売却
価格等控除後）訴訟を提起した。

　裁判所は、次のように判示して、Xの請求を一部認容（945
万円）した。

（虚偽の説明、違法な勧誘による契約締結）
　Y1 らは、共謀の上、本件売買契約の締結に関し、代金
額の異なる 2 通の売買契約書を作成し、金融機関からの借
入額と代金額の間に生じた差額を関与者間で分配するとと
もに、与信枠のあったAに架空のリフォーム工事契約及び
関連ローンを締結させてその貸付金を関与者間で分配する
ことを企図した上で、A に対して金融機関口一ンの返済は
サブリース契約に基づく家賃保証により 20 年間保証され
るため、自己資金なしで、既存債務を返済し、投資用不動 
産を取得できるなどと勧誘したことが認められる。
　取引スキームにおいて家賃保証会社が他案件から取得す
る分配金（1 件 200 万円）及びこれの運用金で賄う想定であ
ったと窺われるが、将来にわたり本件スキームによる取引
が継続（毎月 5、6 件）され、かつ、資金運用（年利 20%）が
奏功するという複数の不確定要素を基盤とする計画で、実
際に保証特約の履行が 7 ヶ月程度で途絶えていることも併
せれば、本件家賃保証特約が20年間継続的に実施される蓋 
然性があったとは解し難い。

（D の関与と職務範囲）
　Y1 社はフラットの不正利用や架空リフォームローンの
案内等は社において承認されていない業務で、リフォーム
ローンは契約当事者でもないので当該契約の締結、勧誘は
Y1 の職務範囲内ではないと主張する。しかし、D におい
てY1社の名で権限外に各契約を締結することは容易であ
り、その行為は外形上の同社の職務行為に該当するもので
あり、「その事業の執行について」（民法 715 条 1 項）行われ
たものと認められる。

（A の対応を理由とする過失相殺）
　Aは本件取引スキームに何らかの不正が存するという疑
い、不安を抱きつつ、家賃保証特約により既存債務を含め
て返済ができ、自己資金なしで物件取得ができることから
契約を締結したものであり、これにより本件の損害が発生、
拡大したもので、損害の衡平な分担の見地からAが本件損
害の発生に寄与した部分をしん酌して、A の損害について 
は 3 割の限度で過失相殺を認めるのが相当である。

（損害賠償額の計算）
　・売買代金 2070 万円＋リフォーム等 875 万円＋契約費用
190 万円 = 3135 万円（総費用）
　・被告への請求額：3135 万円× 0.7（過失相殺割合）= 2194
万円
　・損害賠償請求容認額：2194 万円−1210 万円（競売価格の
市場修正）−39 万円（G 社等破産配当・和解金）= 945 万円

� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨

取引（その他）紛争の事例と解決　　　　　　　　（東京地判：Ｒ6.2.16）
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提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 17 11 26 ― 54件
金額 17億259万円（新築戸建37、中古戸建₉、中古マンション₈）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 7 0 ― 7件

金額 2億2,930万円（土地₁、新築戸建₃、中古戸建₃）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 2 1 1 0 4件
金額 9,172万円（新築戸建₂、中古戸建₂）

提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 30 27 22 ― 79件
金額 25億9,982万円（新築戸建55、中古戸建19、中古マンション₅）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 5 0 ― 5件

金額 1億2,670万円（土地₂、新築戸建₁、中古戸建₂）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 2 1 0 2 5件
金額 1億2,349万円（新築戸建₂、中古戸建₁、借換え₂）

宅建ローン等の実績
▶2026年₁月（1/1〜1/31）

▶2026年₂月（2/1〜2/28）

2026年₁月23日〜₃月18日の新入会者・退会者　第₅回理事会（2026年₃月23日）で承認

●新入会者

商号又は名称 代表者 専任取引士 〒 事務所住所 ＴＥＬ 会員区分 免許番号 支部

㈱新町商店 新町　規雄 新町　規雄 413-0231 伊東市富戸字先原1317-3081 0557-52-4505 正会員 静岡県知事
（1）015062 東 部

Ｎ．Ｙ不動産㈱　沼津営業所 伊藤　敦樹 伊藤　敦樹 410-0007 沼津市西沢田447-2 055-955-8895 準会員 静岡県知事
（1）014660 東 部

㈱ＫＡＩ堂 牧田　裕介 牧田　裕介 424-0103 静岡市清水区尾羽341 054-365-7917 正会員 静岡県知事
（1）015053 中 部

リード不動産 梅島　大輔 梅島　大輔 424-0821 静岡市清水区相生町6-17
静岡市清水産業・情報プラザ602 054-340-7530 正会員 静岡県知事

（1）015064 中 部
㈱ＡＦＣスマイルプラス
Ｓｍｉｆｅ静岡支店 星野　貴大 星野　貴大 420-0033 静岡市葵区昭和町1-2

静岡スカイタウン1階 054-266-9770 準会員 国土交通大臣
（2）009605 中 部

㈱しずまち不動産 梅原　　薫 西山　亜弓 422-8017 静岡市駿河区大谷2-25-24 054-204-8010 正会員 静岡県知事
（1）015058 中 部

㈱住まいのホンネ研究所 山下　英俊 松本　直幸 437-0064 袋井市川井873-4 0538-30-7523 正会員 静岡県知事
（1）015073 西 部

㈲石牧建築 石牧　真志 石牧　真志 434-0022 浜松市浜名区新堀299 053-523-9180 正会員 静岡県知事
（1）015048 西 部

㈱大津製作所 大津　敏正 大津たかね 430-0919 浜松市中央区野口町459 053-461-8983 正会員 静岡県知事
（1）015063 西 部

●退 会 者

支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者

東 部

たちばな不動産

中 部

㈲平和商会 中 部 南メディカル研究所㈱
西 部

スリー・メイクス

㈱富士見物産 ㈲朋有

西 部

アイドゥ不動産 ㈲フタバコム

丸和不動産 アイショー不動産 ㈱ユキトシ

㈱ＮＩＣ ㈱ＳＳクリエイト ㈱Ｃスリー

以上、新入会者₉名、退会者14名、2026年₃月18日現在の会員数は、2,627名
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令和８年２月 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
２月２日 本　部 会計帳票検査（本部分）

〃　 名古屋 中部レインズ 企画・事業委員会
３日 本　部 月例法律相談 （来館相談１件）
〃　 〃 第４回 指定講習会 （受講者47人）
〃　 名古屋 中部レインズ 法務・指導委員会
５日 本　部 第３回 中間監査・正副会長会（拡大会議）
９日 三　重 近畿・中部地区連絡会 合同会議
10日 名古屋 中部レインズ 総務・財政委員会
〃　 本　部 事務局職員研修 （コミュニケーション研修）
12日 本　部 月例法律相談 （来館相談５件）
〃　 浜　松 取引士法定講習会 （受講者56人）
13日 本　部 第６回 会務運営協議会
14日 本　部 正副会長会
17日 本　部 第４回 人材育成委員会
18日 本　部 第４回 総務財政委員会
〃　 WEB 県アスベスト対策に係る連絡会議
19日 本　部 コンサルティング協議会 自主研修会 （受講者33人）
24日 本　部 月例法律相談 （来館相談２件）
〃　 〃 統一研修会
〃　 〃 苦情関係 打合せ
25日 名古屋 東海不動産公取協 正副会長会
26日 沼　津 開業セミナー
27日 本　部 第５回 地域活性化委員会

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談13件、電話相談152件）
Webシステムによる取引士法定講習（２月分） （受講者46人）

本部活動概要

令和８年３月 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
３月２日 浜　松 開業セミナー

〃　 本　部 第３回 情報提供委員会
３日 本　部 月例法律相談 （来館相談４件）
〃　 〃 第１回 相談員研修会（Web併用）
〃　 全　国 取引士試験事務説明会（Web）
４日 本　部 正副会長会
５日 本　部 開業セミナー
９日 金　沢 中部レインズ 理事会
10日 浜　松 東海公取協 静岡地区調査指導委員会
12日 本　部 月例法律相談 （来館相談２件）
〃　 富士宮 盲導犬協会・富士ハーネス 視察訪問 （地域活性化委員会）
13日 沼　津 取引士法定講習会 （受講者46人）
〃　 本　部 第７回 会務運営協議会
18日 本　部 第５回 総務財政委員会
〃　 東　京 不動産流通推進センター 評議員会（Web併用）
19日 名古屋 東海公取協 理事会
〃　 東　京 RETIO講演会
23日 本　部 月例法律相談 （来館相談３件）
〃　 〃 第５回 理事会
25日 本　部 サポートセンター 取締役会
26日 静　岡 取引士法定講習会 （受講者39人）

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談10件、電話相談202件）
Webシステムによる取引士法定講習（３月分） （受講者47人）

31宅建しずおか　第 517 号（2026. 5）




